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監査結果に基づき港区長が講じた措置 

 

令和５年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、港区長から

通知がありました。 

 

令和７年４月１８日 

                                           

第１ 公表の範囲 

令和５年度財政援助団体等監査(実施期間：令和５年 10月 10日から令和６年 1月 31

日まで）の結果に基づき講じた措置について港区長から通知を受けた事項 

 

第２ 公表の概要 

令和５年度財政援助団体等監査において指摘した事項 14 件、意見した事項 15 件につ

いて通知を受けた。 

 

 

１ 適切な予算流用協議について 

【アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ】 

≪芝地区総合支所 まちづくり課≫ 

（１）指摘内容 

南桜公園の防犯カメラ修繕工事に当たり、修繕費の予算が不足するとして令和５年２月

13日付けで指定管理者が区に予算流用を協議し、令和５年２月 14日付けで区は承諾した

が、指定管理者は区への協議日より前の令和５年１月 31日に工事を発注していた。 

予算が不足している状況において、予算流用の協議日前に工事を発注することはできな

い。 

所管課は、予算流用の協議に係る事務処理が適切に行われるよう、指定管理者を指導す

べきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和６年２月１４日に、所属長から所属職員及び指定管理

者に対して、予算流用の協議は文書で適切に行うよう指導しました。 

今後は、毎月提出される月次報告書の中で、工事内容、工事業者、工事実施日等の概要

に加え、予算流用により財源を確保した修繕工事については、予算流用の文書による協議

から契約、実施までの一連の流れも記載することとし、見える化することで、確認体制を

強化します。 
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２ 適切な指定管理料の執行について 

【アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ】 

≪芝地区総合支所 まちづくり課≫ 

（１）指摘内容 

人件費の算出に当たり、共同事業体３者のうち２者は、消費税が既に含まれている通

勤費にさらに消費税率 10％を乗じて計算していた。 

令和３年度の財政援助団体等監査でも、他の指定管理者で同じ事例があり、意見を付

したところであるが、正確な処理が徹底されていない。 

所管課は、指定管理者から提出された報告書等の内容を十分精査するとともに、指定

管理料が適正に執行されるよう強く指導すべきである。 

（２）措置内容 

   今回の指摘事項については、令和６年２月１４日に所属長から指定管理者に対し、通勤

費は既に消費税を含んでいるため、指定管理料の算定において消費税率をかける対象外と

して正確に処理することと、区への提出書類は複数名の確認を経て提出することを指導し

ました。 

また今後、区は経費に関する報告書の提出を受けた際は、２名の職員が同席して報告書

を受領することとしました。 

   なお、過払いとなっていた指定管理料については、指定管理者に返還請求し、令和６年

６月２７日に返還を受けました。 

 

 

３ 事業計画の適切な提出について 

【アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ】 

≪芝地区総合支所 まちづくり課≫ 

（１）意見内容 

当該指定管理に係る業務基準書では、指定管理者は毎年度開始２か月前までに事業計

画を作成し、区に提出する旨を定めているが、令和４年度分の事業計画書が令和４年４

月 1日付けで提出されていた。 

業務基準書で提出期限を定めていたにもかかわらず、期限までに事業計画が提出され

なかったことは遺憾である。 

所管課は、業務基準で規定した期限までに事業計画が提出されるよう、指定管理者を

厳重に指導されたい。 

（２）措置内容 

   今回の意見事項については、令和６年２月１４日に、所属長から指定管理者に対して、

業務基準書等の内容を正確に把握するとともに、事業計画は期限内に確実に提出すること

を徹底するよう指導しました。 

また、所属職員に対しては、指定管理だけではなく、工事や委託業務も含めて、仕様書

等で定めた書類の提出期限の遵守を徹底するよう情報共有しました。 
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４ 適切な再委託の協議について 

  【公益財団法人児童育成協会】 

≪麻布地区総合支所 管理課≫ 

（１）指摘内容 

  指定管理者は、運動器具、遊具等に関する保守点検に係る業務について、区と再委託協

議をしていたが、再委託業者とは別の事業者名の作業報告書が提出されていた。 

再委託が承諾されている業者とは別の業者が業務を履行することはできない。 

所管課は、再委託協議が適切に行われるよう指定管理者を指導すべきである。 

（２）措置内容 

今回の指摘事項については、令和６年２月１日に、所属長から指定管理者に対し、区

に対する再委託協議を適切に行うよう指導しました。 

また、区及び指定管理者双方において、再委託業務の内容や実施方法、事業者名につ

いて全件確認しました。 

今後、区は指定管理者から再委託業務の履行前に、実施内容の報告を徹底させること

で、再委託業務が適切に行われていることを確実に確認します。 

 

 

５ 適切な指定管理料の執行について 

     【セントラルスポーツ・東急コミュニティー共同事業体】  

≪麻布地区総合支所 管理課≫ 

（１）指摘内容 

 人件費の算出に当たり、消費税相当分が既に含まれている給与手当と法定福利費にさ

らに消費税率 10％を乗じて計算していた。 

人件費に係る消費税について、令和３年度の財政援助団体等監査においても、他の指

定管理者で同様の事例があり、意見を付したところであるが、正確な処理が徹底されて

いない。 

所管課は、指定管理者から提出された報告書等の内容を十分に精査するとともに、指

定管理料が適正に執行されるよう、強く指導すべきである。 

（２）措置内容 

今回の指摘事項については、令和６年１月 29 日に、所属長から指定管理者に対して人

件費の算出方法の誤りについて指導するとともに、改めて正しい人件費の内訳を報告さ

せました。 

また、令和６年２月１日に課内で情報共有し、実績報告に必要な内容を区と指定管理

者が相互で再点検し、再発防止に取り組むよう周知するとともに、指定管理者の共同事

業体間における相互確認の徹底を改めて依頼しました。 

なお、過払いとなっていた指定管理料は令和６年３月 26日に返還請求し、令和５年度

の雑入として令和６年４月 22日に区へ返還されました。 

今後は、指定管理者と区の相互で十分に報告内容を確認するとともに、指定管理料の
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執行が適切に行われるよう引き続き指導してまいります。 

 

６ 業務の再委託に係る事務処理について 

【セントラルスポーツ・東急コミュニティー共同事業体】 

≪麻布地区総合支所 管理課≫ 

（１）指摘内容 

 指定管理者から提出された再委託協議書には、電気設備保守、建築設備保守、緊急対

応業務を再委託することが記載されていたが、所管課は承諾書にその記載を漏らしてい

た。 

指定管理者は区の承諾をもって業務を別の事業者に再委託することが可能であり、再

委託協議書に記載のない業務を再委託したことは不適切である。 

所管課は、再委託協議書について、内容を十分精査するよう徹底すべきである。 

（２）措置内容 

   今回の指摘事項については、令和６年２月１日に、所属長から所属職員に指定管理者制

度運用マニュアル等を遵守し、適正な事務処理を行うよう周知・徹底しました。 

今後は、指定管理者から提出された再委託協議書は内容を十分精査するとともに、承諾

書を作成する際は複数の担当者によるダブルチェックを行うことで、記載漏れが発生しな

いよう、適切な事務の運用に努めてまいります。 

 

 

７ 事業計画の適切な提出について 

【セントラルスポーツ・東急コミュニティー共同事業体】 

≪麻布地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

  当該指定管理に係る業務基準書では、指定管理者は毎年度開始２か月前までに事業計画

を作成し、区に提出する旨を定めているが、令和４年度分の事業計画書が令和４年３月３

日付けで提出されていた。  

業務基準書で提出期限を定めていたにもかかわらず、期限までに事業計画が提出されな

かったことは遺憾である。 

所管課は、業務基準で規定した期限までに事業計画が提出されるよう、指定管理者を厳

重に指導されたい。 

（２）措置内容 

   今回の意見事項については、令和６年２月１日に、所属長から所属職員及び指定管理者

に対して、業務基準書を改めて確認し、定められている提出期限を遵守するよう厳重に指

導しました。 

また、今後は、月次モニタリングなどにおいても、区と指定管理者で必要な提出物や提

出期限の確認を徹底するとともに、区は期限の到達前に提出するよう継続的に指導するこ

とで再発防止を図ります。 
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８ 備品の管理について 

【セントラルスポーツ・東急コミュニティー共同事業体】 

≪麻布地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

  業務基準書で備えることとしている管理備品等一覧及び保全物品整理簿に、区が貸与し

た備品であるキャッシュレス決済機器が記載されていなかった。 

業務基準書で備品を適切に管理することを定めていたにもかかわらず、備品等一覧及び

整理簿が作成されなかったことは遺憾である。 

所管課は、当該指定管理に係る業務基準書に基づき、適正な備品の管理に努められたい。 

（２）措置内容 

   今回の意見事項については、令和６年３月１日に本機器を備品等一覧へ記載しました。 

また、所属長から所属職員に対して備品を購入した際には管理備品等一覧の更新を行う

よう指導しました。 

今後は、備品を購入する区職員と指定管理施設を担当する区職員が異なる際は、取得す

る備品の現地での確認を当該職員同士で行うなど情報共有を徹底してまいります。 

さらに、年に 1回、管理備品等一覧を区と指定管理者とで確認することにより、購入し

た備品と廃棄した備品の管理を徹底してまいります。 

 

 

９ 適切な指定管理料の執行について 

               【アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ】               

≪麻布地区総合支所 まちづくり課≫ 

（１）指摘内容 

  人件費の算出に当たり、消費税が既に含まれている通勤費にさらに消費税率 10％を乗

じて計算していた。また、法定福利費について、７月から３月までの実績報告は各月とも

76,767円であったが、経費報告書及び決算統括表を確認したところ、正しくは 65,165円

であった。さらに、12 月の所長賞与分 1,073,400 円が、区への実績報告に計上されてい

なかった。 

  人件費に係る消費税について、適正な処理が徹底されていない。また、実績報告書等の

記載内容や添付書類は、指定管理料の清算に係る審査をするため不可欠なものであり、金

額の誤りや計上漏れは極めて不適切である。 

所管課は、指定管理者に対して、正確な報告書の作成を強く指導すべきである。また、

提出された報告書を十分に精査し、指定管理業務の執行及び指定管理料の清算処理が適正

に行われているか等について、内容を厳正に確認すべきである。 

（２）措置内容 

   今回の指摘事項については、令和６年１月 29 日に、所属長から指定管理者に対して人

件費に係る消費税について、適切な処理を行うよう指導しました。 

また、所属長から指定管理者に対して実績報告書等における金額の誤りや計上漏れがな
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いよう確認体制の強化を指導しました。指定管理者は人員配置の見直しを行い、令和６年

４月１日に複数名で確認する体制を整えました。 

さらに、報告書等の提出時に区と指定管理者が対面でミーティングを行い、直接、内容

の確認を行うとともに、四半期ごとの指定管理料の執行状況報告については、複数の職員

が金額に誤りがないか確認することで、再発防止に努めております。 

   なお、指摘事項にある金額の誤りや計上漏れを加味した場合においても、区が支払った

指定管理料は過払いとなっていないため、区は指定管理者に協定で定めた指定管理料を支

出しています。 

 

 

10 事業計画の適切な提出について 

【一般財団法人本所賀川記念館】 

≪高輪地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

  当該指定管理に係る業務基準書では、指定管理者は毎年度開始２か月前までに事業計画

を作成し、区に提出する旨を定めているが、令和４年度分の事業計画書が令和４年２月 28

日付けで提出されていた。 

  業務基準書で提出期限を定めていたにもかかわらず、期限までに事業計画が提出されな

かったことは遺憾である。 

  所管課は、業務基準で規定した期限までに事業計画が提出されるよう、指定管理者を厳

重に指導されたい。 

（２）措置内容 

   今回の意見事項については、令和５年１１月７日に所属長から所属職員及び指定管理者

に内容を共有し、指定管理に係る業務基準書で定めている提出期限の徹底及び適切な事務

処理について改めて指導しました。 

今後、指定管理者では、提出期限が入った提出物一覧を作成、管理を行うことで提出期

限を厳守します。 

区は指定管理者に、期限の到達前に提出を促すよう継続的に指導することで再発防止を

図ります。 

 

 

11 業務基準で定めた様式の作成について 

【一般財団法人本所賀川記念館】 

  ≪高輪地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

区が貸与している備品のうち、業務基準書で備えることとしている保全物品整理簿に

記載がなかったものが、冷蔵庫ほか６件あった。 

 業務基準書で備品を適切に管理することを定めていたにもかかわらず、整理簿が作成

されなかったことは遺憾である。 
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 所管課は、業務基準で規定した様式に沿って文書が適切に作成されるよう、指定管理

者を厳重に指導されたい。 

（２）措置内容 

今回の意見事項については、令和５年１１月７日に、所属長から所属職員及び指定管

理者に内容を共有し、指定管理に係る業務基準書で定めている備品の管理方法及び適切

な事務処理について改めて指導しました。 

今後、指定管理者では、適時、備品を適切に管理できるよう複数人で定期的に備品及

び管理簿の確認を行います。 

区においても、月次モニタリング等の機会を通じて、継続的に指導することで再発防

止を図ります。 

 

 

12 適切な指定管理料に係る帳簿の作成について 

【一般財団法人本所賀川記念館】 

≪高輪地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

職員人件費について、予算 116,428,831 円に対し、決算額は 111,608,951 円であり、

残額 2,776,920円の返還を受けていた。収支報告書を確認したところ、職員人件費の決

算額は、正しくは 111,614,951 円であり、指定管理者は、残額 2,770,920 円の返還をす

べきところ、6,000円多く返還をしていた。 

 指定管理料については、指定管理者から提出された報告書を所管課は帳簿により確認

していたが、指定管理者が帳簿に記載する金額を誤っており、適正な帳簿が作成されて

いなかった。 

 所管課は、指定管理者に対し、適正な事務処理を徹底するよう強く指導されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和５年１１月７日に、所属長から所属職員及び指定管理

者に内容を共有し、指定管理料の適切な請求及び適切な事務処理について改めて指導しま

した。 

今後、指定管理者では、帳簿作成時及び提出時は必ず複数人で内容を都度確認します。 

区においても、収支報告の際に提出された帳簿に誤りがないか、継続的に指導すること

で再発防止を図ります。 

 

 

13 業務の再委託について  

【社会福祉法人奉優会】 

≪高輪地区総合支所 管理課≫ 

（１）指摘内容 

  施設で発生していた汚泥（産業廃棄物）の処理に係る費用は、建物管理業務の一環とし

て指定管理者から再委託先に支出していた。当該産業廃棄物の処理に係るマニフェストを
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確認したところ、再委託先ではない業者が産業廃棄物の処理をしていたが、指定管理者か

ら区にその協議又は報告がなされていなかった。 

 再委託が承諾されている業者とは別の業者が業務を履行することはできない。 

  所管課は、再委託協議に際しては業務の内容を十分に精査し、再委託が適切に行われる

よう指定管理者を指導すべきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和６年１月 24 日に、所属長から所属職員及び指定管理

者に内容を共有し、指定管理者制度における再委託申請の適切な事務処理について改めて

指導しました。また、令和６年３月 28日に、令和６年３月 19日地球温暖化対策担当課長

通知「廃棄物処理法に基づく委託基準順守の徹底について（通知）」を所属長から指定管

理者へ通知し、令和６年度分の再委託協議時に徹底するよう指導し、その通知に基づいて

再委託協議を実施しました。 

今後、指定管理者は、適切な事務処理が出来ているか複数の担当者で確認した上で契約

処理を進めることとしました。 

区においても、適時、処理状況を確認するとともに、継続的に指導することで再発防止

を図ります。 

 

 

14 業務の再委託について  

【社会福祉法人奉優会】 

≪高輪地区総合支所 管理課≫  

（１）意見内容 

  指定管理者が再委託していた介護予防事業講師派遣業務の報告書を確認したところ、契

約書で求めていた月次の業務報告書が提出されていなかった。 

  報告書は、適正に業務が遂行しているかを確認するためのものであるため、定めた時期

までに提出させなければならない。 

  所管課は、指定管理者に対し再委託業務に係る報告書の提出を指導されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和６年 1 月 24 日に、所属長から所属職員及び指定管理

者に内容を共有し、再委託業務に係る契約書の内容の確認及び適切な事務処理について改

めて指導しました。本意見事項後、再委託先から直ちに業務報告書を受領し、報告書の内

容確認を実施しました。 

  今後、指定管理者では、適時、契約書の内容を確認し、毎月報告書が提出されているか

を確認します。また、報告書を確認した上で請求書を受領し、支出処理を行います。 

 区においても、適時、処理状況を確認するとともに、継続的に指導することで再発防止

を図ります。 

 

 

15 自主事業の決裁処理について 
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【伝統文化交流館運営共同事業体】 

≪芝浦港南地区総合支所 管理課≫ 

（１）指摘内容 

  当該指定管理に係る基本協定書では、自主事業を実施する場合は、区に対して業務計画

書を提出し事前に承認を受ける旨を定めている。令和４年度港区伝統文化交流館の自主事

業については、業務開始日及び協議日が令和４年４月１日であったが、決裁日は６月６日

付けであった。 

 事業は、あらかじめ区と指定管理者との協議により決定するものであり、指定管理者は

承認に係る決裁を経て業務を開始しなければならない。 

  所管課は、自主事業の業務開始日よりも前に協議を整えるよう適正な事務処理を徹底す

べきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和６年３月２２日に、所属長から指定管理者に対し、業

務開始まで期間に余裕を持って事業計画の協議を行うよう指導するとともに、所属職員に

対しては、事前に事務処理期限を確認の上、計画的に事務を執行するよう指導しました。 

今後も、担当職員と担当係長で提出された書類の速やかな内容確認及び精査をすること

で再発防止に努めてまいります。 

 

 

16 現金収納事務の規定遵守について 

  【伝統文化交流館運営共同事業体】 

≪芝浦港南地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

 当該指定管理に係る業務基準書では、使用料は区が指定する金融機関に翌営業日に払

い込む旨を定めているが、２営業日後に振り込まれたものが３件、３営業日後のものが

１件あった。 

 業務基準書では、収納した使用料は指定する納付書により、区が指定する金融機関に

翌営業日に払い込むこととしているが、守られなかったことは遺憾である。 

 所管課は、収納した使用料の払込みについて、業務基準書の規定の遵守を徹底するよ

う指定管理者を指導されたい。 

（２）措置内容 

   今回の意見事項については、令和６年３月２２日に、所属長から指定管理者に対して、

前日収納した使用料は翌日の朝礼で必ず申し送りを行うことなど、翌営業日の金融機関へ

の振込みを徹底するよう指導しました。 

今後も、毎月行うモニタリングチェックの際に、使用料の払込みが適切に実施されてい

るか確認・指導し、再発防止を徹底します。 

 

 

17 業務基準で定めた各種様式の作成について 
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【伝統文化交流館運営共同事業体】 

≪芝浦港南地区総合支所 管理課≫ 

（１）意見内容 

   当該指定管理に係る業務基準書では、職員に異動があった場合、施設等管理責任者任命

報告書、物品管理責任者任命報告書を作成し区に報告することとしているが、令和３年度

に施設等管理責任者及び物品管理責任者である施設長が交代した際に報告がなかった。 

   業務基準書で報告を求めていたにもかかわらず、各報告書が作成されなかったことは遺

憾である。 

   所管課は、業務基準で規定した様式に基づき報告書が適切に作成されるよう、指定管理

者を厳重に指導されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和６年３月２２日に、所属長から指定管理者に対し、業

務基準書の規定に従い、職員の異動時は報告書を適切に提出するよう指導しました。 

  また、所属職員に対しては、指定管理者の施設長が交代した際には、業務基準で規定し

た様式に基づき適切に報告書が提出されているか、確認を徹底するよう指導しました。 

今後は、業務基準書等に定める各種報告について、指定管理者と区が相互に確認し、再

発防止を徹底します。 

 

 

18 業務の再委託について 

【港区葬祭業組合】 

≪産業・地域振興支援部 地域振興課≫ 

（１）指摘内容 

   植栽業務について、再委託先ではない業者が業務の一部を実施していた。 

再委託が承諾されている業者とは別の業者が業務を履行することはできない。 

所管課は、再委託協議に際しては、再々委託が適切に行われるよう指定管理者を指導す

べきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和５年１２月７日に、指定管理者に対し、業務の再委託

や再々委託を行うに当たっては、区に事前に協議を行い、承諾を受けてから業務を履行す

るよう指導しました。 

令和６年４月１日現在、再委託事業者以外が業務を実施していないことを確認していま

す。 

今後は、業務の一部を別事業者に委託する場合は、再委託に関する協議書の提出前に、

再々委託する業務内容を区に事前報告するよう指定管理者を指導するとともに、協議書の

提出時には区と指定管理者で再委託する事業者名だけでなく、事業内容等の詳細を確認す

ることで、再発防止を徹底します。 
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19 植栽の保守管理について 

【港区葬祭業組合】 

≪産業・地域振興支援部 地域振興課≫ 

（１）指摘内容 

   区が永久占用する都有財産の範囲内にある樹木について、倒木の危険性がある旨、令和

４年７月２４日及び令和５年１月１０日に、所管課は指定管理者から報告を受けていたに

もかかわらず、東京都第一建設事務所との調整及び樹木の診断を行う事業者の手配に時間

を要し、監査当日である令和５年１１月２９日においても、対応がなされていなかった。 

所管課は、施設設置者としての責任において倒木による事故等の発生予防に努めなけれ

ばならないところ、危険と診断された樹木の処理を怠っており、極めて不適切である。 

指摘された事項については、速やかに処理し、施設の安全管理を徹底すべきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和５年１２月５日に樹木の診断を実施し、令和６年３月

２２日に伐採処理を完了しました。 

指定管理者に毎月行うモニタリングや報告書において、施設の安全管理に関する報告を

受けた際は、関係機関との調整の頻度を高めるとともに、事故等が発生する危険性をはら

んでいるという点の重要性を十分共有したうえで、指定管理者と連携し、再発防止に努め

ます。 

 

 

20 事業計画の適切な提出について 

【港区葬祭業組合】 

≪産業・地域振興支援部 地域振興課≫ 

（１）意見内容 

   当該指定管理に係る業務基準書では、指定管理者は毎年度開始２か月前までに事業計画

を作成し、区に提出する旨を定めているが、令和４年度分の事業計画書が令和４年３月３

１日付けで提出されていた。 

業務基準書で提出期限を定めていたにも関わらず、期限までに事業計画が提出されなか

ったことは遺憾である。 

所管課は、業務基準で規定した期限までに事業計画を提出するよう、指定管理者を厳重

に指導されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和５年１２月７日に、区と指定管理者で、業務基準書に

定める事業計画書の提出期限について改めて確認しました。 

令和６年度分の事業計画書等の必要書類については、期限内の令和６年１月３１日に提

出を受け、受領・収受しました。 

 

 

21 会計の透明性について 



12 

 

【一般社団法人港区観光協会】 

≪産業・地域振興支援部 観光政策担当≫ 

（１）指摘内容 

   港区補助金等交付規則では、経費の配分及び算出の基礎を記載した申請書を対象団体に

提出させることとなっている。しかし、申請書に添付されていた収支予算書は、港区観光

協会総会議案の写しであり、観光協会全体の予算が記載されたものであった。 

令和２年度の財政援助団体等監査でも同様の意見を付されているにもかかわらず、改善

されていないことは極めて不適切である。 

所管課は、提出された申請書等については、その内容を十分に精査するとともに、補助

金交付団体に対しても、当該補助金等交付規則に基づく適正な事務処理を徹底すべきであ

る。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和６年１月 17 日に所属長から改めて一般社団法人港区

観光協会に対し、補助金の交付申請をする際には、経費の配分や算出の基礎等、予算内訳

の詳細が分かる資料を添付書類として提出するよう指導いたしました。 

今後は、区において収支予算書や前年度の収支決算書の根拠書類の確認を徹底するとと

もに、港区補助金等交付規則に基づく事務処理手順等を引継手順書に記載し、事務処理を

する際は手順書を複数職員で確認しながら進めるよう課内で周知・徹底し、再発防止に万

全を期してまいります。 

 

 

22 補助金の年度を超える使途について 

【一般財団法人港区国際交流協会補助金】 

≪産業・地域振興支援部 国際化・文化芸術担当≫ 

（１）指摘内容 

   補助金の交付は、交付から額の確定、残額の返還までを一連の処理として同一年度内に

行うべきであるが、施行文書を確認したところ、令和４年度分の補助金確定通知書の施行

日は年度を超えた令和５年６月２日付けであった。 

   本補助金は、当該年度に必要な経費を対象とするものであるため、年度を超えた処理は

できない。 

   所管課は、事業者から交付申請書や報告書を受理した際は、年度内に処理を完結するよ

う事務処理を徹底すべきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和６年３月 22 日に、所属長から所属職員に対し、当該

団体から提出された書類は速やかに確認し、年度内に補助金の確定及び清算、確定通知書

の処理を完了するよう指導しました。 

また、提出書類の確認手順や年度内の補助金の事務処理の徹底について引継書に記載し、

課内で周知・徹底することで、再発防止に努めてまいります。 

  なお、令和５年度分の補助金の清算処理は、所属長及び、複数の担当職員で処理の過程
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や確定通知書の記載内容を確認し、事務処理を行いました。 

 

23 その他経費の執行について 

【社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会】 

≪保健福祉支援部 高齢者支援課≫ 

（１）指摘内容 

   南麻布高齢者在宅サービスセンターの指定管理料のうち、非清算項目であるその他経費

に 50,000円の研修費用（旅費を含む。以下同じ。）を区は支出しているが、執行額は 360

円であった。 

   その他経費の執行状況について、毎年研修費用として 50,000 円の指定管理料を区は支

出しているが、研修費用としての執行額は、平成 30年度が 2,990円、令和元年度が 4,050

円、令和２年度が 860 円、令和３年度が０円であった。 

   指定管理料は、清算を要する経費はもとより、清算を要しない経費についても、指定管

理者として、実績を確認し適正な予算額を提案しなければならない。 

 また、所管課は、提案された予算額を十分に精査するとともに、適正な予算執行が行わ

れるよう強く指導すべきである。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、令和６年３月２１日に、所属長から指定管理者に対し、こ

れまでの実績を考慮した具体的な研修内容に基づく予算提案を、見積書を添付した上で行

うよう指導しました。 

区は、実績値を踏まえ、提案内容の更なる精査に努めています。 

令和７年度予算要求では、根拠資料が添付されており、令和６年度の研修実績・計画を

踏まえた予算提案であることを確認しました。 

なお、令和６年度指定管理料の清算については、令和６年１０月に改正された指定管理

者制度運用マニュアルにおいて、事業の目標を達していた場合は執行残額の返還は不要と

明示されました。 

引き続き、受講計画と実際の受講状況を確認し、職員の資質向上が図れたことを確認す

るなど、初期の目的が達成できるよう取り組んでまいります。 

 

 

24 基本協定で定めたアンケートの報告について 

【社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会】 

≪保健福祉支援部 高齢者支援課≫ 

（１）意見内容 

   特別養護老人ホーム港南の郷の指定管理に係る基本協定書では、アンケート等を実施し

た際には、その結果及び業務改善の状況について区に報告する旨を定めているが、区に報

告されていなかった。 

   基本協定書で定めているにもかかわらず、アンケート結果の報告がなかったことは遺憾

である。 
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   所管課は、基本協定書の内容が確実に実践されるよう、指定管理者を厳重に指導された

い。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和６年３月２１日に、所属長から指定管理者に対し、基

本協定書の規定に従い、アンケート結果を適切に報告するよう指導するとともに、所属職

員に対しては、基本協定書で規定した内容が適切に実施されているか、確認を徹底するよ

う周知しました。 

今後は、月例のモニタリング等で、基本協定の内容を指定管理者と区が相互に確認する

ことで、再発防止を徹底しています。 

 

 

25 適切な協定書の締結について 

【社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会】 

≪保健福祉支援部 高齢者支援課≫ 

（１）意見内容 

   令和４年３月 23 日付「指定管理者制度の運用見直しに伴う協定書に関する事務手続等

への対応について」により、再委託の落差金については、令和４年度の指定管理料から清

算不要とするため、同年度の協定書に反映するよう区役所改革担当課長から通知があった

が、令和４年４月１日に締結した基本協定書には、再委託の落差金の規定が残ったままで

あった。 

   協定書は当事者間で合意した事実・内容を明確にしたものであり、適切に改定されなけ

れば正確な事務が担保できない。 

   所管課は、運用見直しの通知があった際は、その内容を十分に確認した上で、適切に協

定書に反映されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和６年３月 26 日付で協定書に反映しました。 

今後、運用見直しの通知があった際には、その内容を十分に理解・確認した上で、協定

書へ速やかに反映することで、再発防止を徹底します。 

 

 

26 適切な協定書の締結について 

【医療法人財団百葉の会】 

≪保健福祉支援部 高齢者支援課≫ 

（１）意見内容 

   令和４年３月 23 日付「指定管理者制度の運用見直しに伴う協定書に関する事務手続等

への対応について」により、再委託の落差金については、令和４年度の指定管理料から清

算不要とするため、同年度の協定書に反映するよう区役所改革担当課長から通知があった

が、令和４年４月１日に締結した基本協定書には、再委託の落差金の規定が残ったままで

あった。 
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   協定書は当事者間で合意した事実・内容を明確にしたものであり、適切に改定されなけ

れば正確な事務が担保できない。 

   所管課は、運用見直しの通知があった際は、その内容を十分に確認した上で、適切に協

定書に反映されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和６年３月 26 日付で協定書に反映しました。 

今後、運用見直しの通知があった際には、その内容を十分に理解・確認した上で、協定

書へ速やかに反映することで、再発防止を徹底します。 

 

 

27 補助金の申請手続きについて 

【特定非営利活動法人ワーカーズコープ】 

≪子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター≫ 

（１）指摘内容 

   みなと子育て応援プラザ事業補助金交付要領第５条では、補助金の交付決定を受けたも

のは、区長に対し四半期ごとに補助金を請求する旨を定めているが、令和４年度は、令和

５年１月 25日付けで４四半期分（１年分）を一括して請求していた。  

  交付要領で請求方法を定めているため、団体は遵守しなければならない。四半期ごとに

請求しないことは極めて不適切である。 

   所管課は、当該補助金交付要領に基づき、適正な事務処理を徹底するよう指導すべきで

ある。 

（２）措置内容 

  今回の指摘事項については、所属長から所属職員及び当該団体に対して、内容を共有し、

適切な補助金の申請手続を行うよう指導するとともに、当該団体に対しては令和６年３月

１５日に文書「みなと子育て応援プラザ事業補助金の適正な請求について」により、改め

て指導を行いました。 

今後は、補助金の交付対象期間ごとに、補助金交付要領に基づく適切な事務処理が行わ

れているか当該団体と区が相互に確認し、再発防止に徹底します。 

 

 

28 事業計画の変更に基づく協議について 

【港区エコみらいプロジェクト】 

≪環境リサイクル支援部 地球温暖化対策担当≫ 

（１）意見内容 

   当該指定管理に係る基本協定書では、事業計画書を変更しようとするときは、区と指定

管理者が協議の上決定する旨を定めている。計画では職員配置について、非正規職が７名

のところ、実績では１名増の８名だったが、指定管理者から区に協議がなされていなかっ

た。 

   基本協定書では、職員配置について区に協議をすることを定めているにもかかわらず、
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なされていなかったことは遺憾である。 

 所管課は、指定管理者に対するモニタリングや指定管理者から提出された事業実績報告

書によって、事業の実施状況を明確に把握するとともに、当初予定していた事業計画の実

施が困難になった場合には、協定書の規定に基づき、協議を行うよう指導されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、令和５年 12月 21日に、所属職員及び指定管理者に事業計

画の変更や人件費の不足など、当初計画から変更が生じる場合は、区と事前協議を行うよ

う厳重に指導いたしました。 

また、モニタリングの強化として、令和６年１月 29 日に、指定管理者から今後の事業

計画や日報の作成状況などの報告を受け、基本協定書に基づき適正な事務処理を行ってい

ることを確認いたしました。 

令和６年５月 10 日時点においても、年度当初に提出された事業計画書と現場の運営に

相違が無いことなど、基本協定書に基づいた適正な事務処理がなされていることを確認し

ています。 

今後も、業務の執行が適正に行われていることを区と指定管理者が相互に確認しながら

事業を進め、再発防止に努めてまいります。 

 

 

29 指定管理者制度の運用の見直しについて 

≪企画経営部 連携協創担当≫ 

（１）意見内容 

ア 指定管理者の再委託先の業者が、港区競争入札参加資格登録業者又は港区小規模事

業者でないにもかかわらず、所管課が再委託を承認しているものが複数見られた。再

委託先について実態を把握し実態に則した指定管理者制度マニュアルの見直しを検

討されたい。 

     また、修繕費について、施設の修理とは言い難い支出が複数見られた。支出する経

費が修繕費に当たるかどうか明確に判断できるよう、マニュアルの見直しを検討され

たい。 

イ マニュアルでは、非清算項目であっても実績が事業計画における見込みを下回った

ことによる執行残額は区へ返還としているが、その解釈について、区と指定管理者で

見解が分かれ統一的な処理がされていない事例が見られた。非清算項目は返還しない

ことが原則であるが、主たる事業の目標を達成しない場合のみ返還するといった全庁

的に統一された解釈ができるよう、マニュアルの見直しを検討されたい。 

ウ 指定管理者から提出された支出報告書について、中身の精査が不十分と思われる経

理の誤りが多く見られた。指定管理者の業務や経理が適正に執行されるよう各所管課

に対し、指導を徹底されたい。 

（２）措置内容 

  今回の意見事項については、再委託や修繕費をはじめとした指定管理料に関する対応に

ついて、具体例を交えて対応を明確化するなど、施設の管理運営の実態を踏まえて指定管
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理者制度運用マニュアルを見直しました。 

また、施設所管課及び指定管理者に対し、指定管理料の経理等に係る業務の適正な履行

について通知するとともに、指定管理者制度の担当者説明会を通じて再度、注意喚起しま

した。 

今後も、指定管理者制度運用マニュアルを適宜見直すなど、区の制度運用に関する制度

所管課、施設所管課、指定管理者の共通理解を深めてまいります。 


